
申請に基づく処分に係る審査基準及び標準処理期間（法令） 

 

法令名及び条項 処分の概要 担当課名 

個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律第57号）第98

条、第99条、第100条、第101条 

個人情報の利用停止請求に対する

決定（議会が保有する個人情報を

除く。） 

総務課 

 

 

１ 審査基準 

審査基準は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第98条であ

り、これに係る条文を抜粋して公表する。 

 

（利用停止請求権） 

法第98条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当す

ると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有

する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。た

だし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下この節におい

て「利用停止」という。）に関して他の法令の規定により特別の手続が定められ

ているときは、この限りでない。 

（1） 第61条第２項の規定に違反して保有されているとき、第63条の規定に違反

して取り扱われているとき、第64条の規定に違反して取得されたものである

とき、又は第69条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき 

当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

（2） 第69条第１項及び第２項又は第71条第１項の規定に違反して提供されてい

るとき 当該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この節及び

第127条において「利用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければな

らない。 

 

（利用停止請求の手続） 

法第99条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利

用停止請求書」という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

（1） 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

（2） 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情

報を特定するに足りる事項 



（3） 利用停止請求の趣旨及び理由 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、

利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利

用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人である

こと）を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 

３ 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利

用停止請求をした者（以下この節において「利用停止請求者」という。）に対し、

相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

 

（保有個人情報の利用停止義務） 

法第 100条 行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停

止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等に

おける個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請

求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人

情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は

事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあ

ると認められるときは、この限りでない。 

 

（利用停止請求に対する措置） 

法第 101条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をす

るときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知し

なければならない。 

２ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないとき

は、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなけれ

ばならない。 

 

 

 

２ 標準処理期間 

個人情報の利用停止請求があった日から起算して30日以内。 

 

 

 

 

備考 法令に規定されている条文やその解釈に関する文書を閲覧したい方は、申し

出てください。 


